
 

1 

 

ひょうごTECHイノベーションプロジェクト運営業務 

企画提案公募実施要領 

 

１ 趣旨 

県内の社会課題について、県内外のスタートアップ等が有する革新的な技術を活

用し、その解決を図る「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」の運営業務（以

下「業務」という。）を委託する者を選定するための企画提案を募集する。 

 

２ 業務委託の対象者 

業務を委託するための企画提案コンペ（以下「コンペ」という。）に応募すること

ができる者は、単体もしくは複数の事業者等により構成される共同体を代表する者

であって、次の全ての要件を満たす者であること。なお、複数の事業者等により構

成される共同体の場合は、代表事業者が申請し、全ての構成員が以下の要件を全て

満たしていること。 

 (1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有

すること。 

 (2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受け

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。 

 (3) 業務の実施に当たり、兵庫県との打合せ等に適切に対応することができること。 

 (4) 次のいずれかに該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競

争入札の参加者の資格制限を受けている者 

  イ 応募図書（６(4)に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、県

の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている

者 

  エ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者 

  オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

  カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者 

 

３ 業務要件 

業務委託仕様書に沿ってコンペに応募する者自らが企画する業務であって、県が

委託する業務として公序良俗に反するものでないこと。 

 

４ 事業費 

  ２１，９２１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

※ただし、本コンペの対象となる業務に係る予算が議決され、執行が可能となる

ことを条件とする。 
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５ スケジュール 

令和８年３月18日（水）午後５時 企画提案参加申込期限、質問期限 

令和８年３月25日（水）午後５時 応募図書提出期限 

令和８年３月31日（火）（予定）  事業者選定委員会（プレゼン審査予定） 

令和８年４月１日（水）（予定）  選定結果通知 

 

６ 企画提案に係る手続 

(1) 企画提案参加申込 

以下のとおり、募集期間中に企画提案参加申込書（様式１号）を提出すること。 

ア 募集期間  

  令和８年３月11日（水）から令和８年３月18日（水）午後５時まで 

イ 提出方法 

  企画提案参加申込書（様式１号）は、令和８年３月18日（水）午後５時まで

に、原則として事務局メールアドレスに提出すること。なお、メールアドレス

に送信後、電話等により事務局に連絡すること。郵送による場合には、あらか

じめ電話等により事務局に連絡したうえで、令和８年３月18日（水）午後５時

までに事務局に到着するように提出すること。 

 (2) 募集期間及び応募図書の提出 

以下のとおり、募集期間中に応募図書を提出すること。 

ア 募集期間 

令和８年３月 11日（水）から３月 25日（水）までの間（土曜日及び日曜日・

祝日を除く。）の各日午前９時から午後５時まで 

  イ 提出方法 

応募図書は、令和８年３月25日（水）午後５時までに、原則として事務局メ

ールアドレスに提出すること。なお、メールアドレスに送信後、電話等により

事務局に連絡すること。郵送による場合には、あらかじめ電話等により事務局

に連絡したうえで、令和８年３月25日（水）午後５時までに事務局に到着する

ように提出すること。 

 (3) 公募実施要領の内容に関する質問及び回答 

  ア 受付期間 

    令和８年３月11日（水）から３月18日（水）までの間（土曜日及び日曜日・

祝日を除く。）の各日午前９時から午後５時まで 

  イ 提出方法 

    電子メールにより事務局に提出すること。 

  ウ 質問に対する回答 

    原則電子メールにて、質問者に回答する。 

 (4) 書類の作成及び提出 

この公募実施要領のほか、業務委託仕様書等の関連資料に基づき以下の書類（以

下「応募図書」という。）を作成の上、電子メールにて、データで提出すること。 

なお、複数の事業者等により構成される共同体の場合は、代表事業者が、共同

事業者のキ・ク資料を取りまとめのうえ、提出すること。 

  ア 応募申請書（様式第２号） 

  イ 提案者概要（様式第３号） 
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  ウ 業務概要（様式第４号） 

  エ 企画提案書（様式第５号） 

  オ 経費積算見積書（様式第６号） 

  カ その他提案内容を説明する書類（任意様式） 

  キ 会社概要等提案者の概要を説明する書類及び直近２カ年の財務諸表（事業報

告書、貸借対照表及び損益計算書等） 

  ク 県が賦課徴収する全ての税、消費税又は地方消費税に滞納がないことを証す

る書類（提出の日において発行から３か月以内のもの） 

① 消費税又は地方消費税に滞納のない証明 

      国税所管：税務署（納税証明書「その３の２」若しくは「その３の３」） 

② 全ての県税に滞納のない証明 

      地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務所（「納税証明書（３）」） 

※ 県内に事務所・事業所を有しない等により、兵庫県税の課税実績が

ない場合は、納税証明書に替えてその旨の誓約書（様式第７号）を添

付すること。 

 (5) 費用負担 

   応募図書の作成及び提出に要する経費は、応募者の負担とする。 

 (6) 応募図書の著作権 

   応募図書の著作権は、応募者に帰属する。 

 (7) 応募図書の取扱い 

   応募図書は、審査のためにのみ使用し、応募者には返却しない。 

 

７ 審査 

 (1) 審査の方法 

   審査委員会を設置し、以下の項目について審査の上、業務を委託する者を選定

する。なお、必要に応じて、応募者に対して応募図書の内容の確認、追加書類の

提出の依頼、ヒアリング等を行うことがある。 

  ア 企画構成 企画等のアイデア、業務の実施方法の妥当性等 

  イ 実施体制 業務の実施の体制、ノウハウ及び実績、関係団体等との協力関係

の見込み等 

  ウ その他 その他業務を遂行するに当たっての創意工夫等 

 (2) 審査の結果の連絡 

   審査の結果は、事務局から応募者全員に文書で通知する。 

 

８ 業務の内容等 

(1) 県は、業務を委託する者として選定されたもの（以下「選定業務者」という。）

と提案業務の実施方法等について、協議し、調整を行う。この協議・調整におい

て、県と選定業務者双方で確認の上、提案業務の内容を修正し、又は変更するこ

とがある。 

(2) 選定業務者は、(1)の協議・調整をした業務の内容を記載した業務計画書及び

業務の実績を記載した実績報告書を県に提出すること。なお、業務の実施に当た

っては、業務計画書、委託契約書及び業務委託仕様書に従うこと。 

(3) 選定業務者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、県は、当該委託契
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約の全部又は一部を解除し、委託料の支払を停止し、又は選定業務者に対して支

払った委託料の全部又は一部の返還を求めることがある。 

(4) 選定業務者は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿、労働

関係帳簿、業務日誌等）を業務終了後５年間保存すること。 

 

９ 事務局 

  兵庫県産業労働部新産業課 情報・成長産業振興班 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

ＴＥＬ：(078)362-3054  FAX：(078)362-4273 

Ｅメール：shinsangyo@pref.hyogo.lg.jp 


